
１　事業の目的・運営方針

事業の目的

介護保険法に基づき、在宅で療養されている利用者に対し訪問看護を提供し、利用者が住み慣れた

地域で安心して、その人らしい生活を継続できるよう支援することを目的とします。

運営方針

利用者の心身の状態や意思を尊重し、病状の観察や、必要な医療ケアを行いながら、安全で

安心な在宅療養の継続を支援します。

主治医および関係機関と連携し、利用者および家族に寄り添った訪問看護を提供します。

２　当事業者（法人）及びサービスを提供する事業所の概要

株式会社minori

代表取締役　松岡　晃輝

京都市南区吉祥院仁木ノ森町33番地５

TEL：075-205-5557 　  FAX：075-205-5559

訪問看護ステーションみのり

長谷川　香代　　

南区・京都市右京区（旧京北町地域を除く）・西京区

（1）事業所の職員体制

常勤 非常勤 計

１名 0名 １名

２名 ５名 ７名

（2）営業日及び営業時間

＊２４時間対応体制加算対象者の方は、２４時間対応いたします。

＊緊急時の連絡先及び対応時間

☆平日の時間帯（午前９時から午後6時まで）：事業所番号　０７５－２０５－５５５７

☆土・日・祝日・夜間の時間帯：　事業所番号　０７５－２０５－５５５７

NO.1

事業所番号

管理者の氏名

サービス提供地域

2664090285

＊上記以外の地域の方でもご希望の方はご相談ください

訪問看護契約書兼重要事項説明書（介護）

＜令和  ７年　１２月　１日現在＞

連　絡　先

事業所名称

事業者名称

代表者氏名

所　在　地

＊管理者は看護職員と兼務（常勤兼任）

営業日・営業時間 　月曜日～金曜日　　９：００～１８：００

原則休業：土曜日・日曜日　　年末年始１２月３０日～１月３日

資格

管理者 看護師

看護師等 看護師・准看護師



３　提供するサービスの内容

（1）提供するサービスの内容について

血圧・体温・脈拍・酸素飽和度の測定

入浴介助・清拭・洗髪・口腔ケア・足浴・手浴等

食事や排せつ等の介助

生活上の注意事項、食事指導、排泄に関する対策や指導

・処方薬の服薬管理

・創傷処置

・褥瘡の予防と処置

・経鼻チューブ・胃瘻チューブ管理

・喀痰の吸引と管理　　・在宅酸素療法の管理

・在宅人工呼吸器の管理

・点滴　　　　　　　　・排泄の管理ケア（摘便・浣腸）

・人工肛門・人工膀胱の管理

・尿道留置カテーテル・自己導尿の管理

・歩行訓練

・認知症の予防指導

（2）看護職員の禁止行為

看護職員はサービス提供に当たって、次の行為は行いません。

①利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

②利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

③利用者の同居家族に対するサービスの提供

④利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

⑤身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体

　を保護する身体をため緊急やむを得ない場合を除く）

⑥その他利用者又は家族等に対して行う、宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

4　訪問看護計画書の作成・変更

①事業者は、主治医の指示、利用者の日常生活全般の状況及び希望に基づき、訪問看護計画

を作成します。また、訪問看護計画作成後も当該実施サービスの実施状況の把握に努めます。

②訪問看護計画には、療養上の目標や目標達成のための具体的なサービス内容等を記載

します。

③事業者は、次のいずれかに該当する場合には、訪問看護サービスの目的に沿って、

訪問看護計画の変更を行います。

・利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、当該訪問看護計画を

　変更する必要がある場合

・利用者が訪問看護サービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合

事業者は、訪問看護計画を作成し又は変更した際には、これを利用者及びその後見人

または家族に対し説明し、その同意を得るものとします。 NO.2

医療的処置行為

リハビリテーション

看護

バイタルチェック

身体保清

日常生活上の介助

療養指導



5　主治医との関係

事業者は、訪問看護サービスの提供を開始する際には、主治医の指示を文書で受けます。

また、事業者は、主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治医との

密接な連携を図ります。

６　居宅介護支援事業者との連携

・指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は

サービス提供が完結した日から５年間保存します。

・サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の

写しを利用者の同意を得た上で、居宅介護支援事業者に速やかに送付します。

・サービスの内容が変更された場合または、サービス提供契約が終了した場合は、その

内容を記した書面またはその写しを、速やかに居宅介護支援事業者に送付します。

７　サービスの内容及びその提供、変更

事業者は、看護師を派遣し、訪問看護計画に記載した内容に基づき、訪問看護サービスを

計画的に提供します。

利用者は、いつでもサービス内容の変更を申し出ることが出来ます。

事業者は、利用者からの申し出があった場合には、訪問看護サービスの目的に反するなど、

変更を拒む正当な理由がない限り、速やかにサービス内容の変更を行います。

８　サービス利用料金

事業者が提供する訪問看護サービスの利用料金は、国の制度に基づいて決められています。

ご利用になる回数や内容に応じて、月ごとに計算されます。

利用者は、計算された月ごとの自己負担額は、事業者にお支払いいただきます。

９　利用料金のお支払方法

当月の料金を請求書に明細を付けて、翌月の１５日頃の訪問時に手渡しします。お支払いに

つきましては、金融機関の預金口座からの自動で引き落とす口座振替のご利用をお願いして

います。引き落としは毎月２７日です。（土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日）

10　利用者負担額の滞納

利用者が正当な理由なく利用者負担額を３ヶ月以上滞納した場合は、事業者は、３０日以上

の期間を定めて、利用者負担額を支払わない場合には契約を解除する旨の催告をすることが

できます。

また、前項の催告をしたときは、事業者は、利用者の日常生活を維持する見地から、医療

保険外の公的サービスの利用について必要な協議を行うものとします。

事業者は、前項に定める協議を行い、かつ利用者が期間内に滞納額の支払いをしなかった

ときは、この契約を文書により解除することができます。事業者は、規定により解除に

至るまでは、滞納を理由として訪問看護サービスの提供を拒むことはありません。     NO.3



１１　利用者の解除権

利用者は、７日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除することができます。

１２　事業者の解除権

事業者は、利用者が法令違反またはサービス提供を阻害する行為をし、事業者の再三の

申し入れにも関わらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが

困難になったときは、３０日間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。

また、事業者は、前項によりこの契約を解除しようとする場合は、前もって、主治医、

公的機関等と協議し、必要な援助を行います。

１３　契約の終了

次のような場合は、訪問看護の契約が終了します。

・ご利用者が死亡された場合

・事業所の事情により、サービスの提供ができなくなった場合

・事業者が指定を受けられなくなった場合

・ご利用者やご家族等からサービス利用終了のお申し出があった場合

また、契約期間中であっても、次のような場合はサービス利用の終了や中止を申し出る

ことができます。その際は、できるだけ７日前までにお知らせください。

・ご利用者が入院された場合

・サービス内容や利用料金に同意できない場合

・サービスが適切に行われていないと感じた場合

次のような場合には、事業所からサービスの終了をお願いすることがあります。

・サービス利用料金のお支払いが３か月以上続けて遅れた場合

・ご利用者やご家族等の行為により、サービスの継続が難しいと判断された場合

・長期間の入院が見込まれる場合

１４　交通費とキャンセル料について

・交通費は、必要ありません。

・利用予定日の午前９時までに連絡なくサービス提供をキャンセルした場合、キャンセル

料をいただきます。（キャンセル料はキャンセルした１回の訪問に係る料金）

１５　その他の費用

エンゼルケア（死後の処置）を訪問看護サービスとして行った場合　

（希望時のみ　１０，０００円）

NO.４



１６　緊急時及び事故発生時における対応方法

サービス提供中に病状の急変などがあった場合、または事故が発生した場合は、速やかに

主治医、救急機関、緊急連絡先（ご家族等）、当該居宅介護事業所等へ連絡するとともに

必要な措置を講じます。

◆緊急時等連絡先

医療機関

連絡先

続柄

連絡先①

連絡先②

◆各種加算説明

１）初回加算Ⅰ（初回月のみ算定）

病院などから退院した日に訪問看護計画を作成し、指定訪問看護を行った場合に算定します。

２）初回加算Ⅱ（初回月のみ算定）

病院などから退院した翌日以降に、初回の指定訪問看護を行った場合に算定します。

（Ⅰ）（Ⅱ）のどちらか一方を算定し、同時には算定しません。

また、退院時共同加算を算定した場合、同時には算定しません。

過去2か月に当該訪問看護事業所から訪問看護の利用がない場合に算定することがあります。

３）緊急時訪問看護加算Ⅰ（月に１回算定）

（１）ご利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時

　対応できる体制にある

（２）緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に寄与する十分な業務管理等の体制の整備

　が行われている。なお、同意書は別添のとおりです。

４）緊急時訪問看護加算Ⅱ（月に１回算定）

当事業所は、ご利用者からの電話等による看護に関する緊急の相談や居宅サービス計画または

サービス支援計画にない緊急訪問に２４時間で対応できる体制を確保しており、それらの緊急

時のサービスの提供を希望されることを契約されたご利用者に対して、サービス提供の有無に

関わらずひと月に１回算定します。

５）特別管理加算（月に１回算定）

指定訪問看護に関し特別な管理が必要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態にある

ものに限る。）に対して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定

します。なお、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次の通りです。

NO.５

医療機関等 主治医名

緊急連絡先

氏名 電話番号・携帯番号



特別管理加算Ⅰ

（1）在宅悪性腫瘍若しくは、在宅気管切開患者指導管理を受けている

（2）気管カニューレ若しくは、留置カテーテルを使用している

　　上記利用者に計画的な管理を行った場合

特別管理加算Ⅱ

（1）自己腹膜灌流、血液透析、酸素療法、中心静脈栄養法、経管栄養法、自己導尿、人工

　呼吸持続陽圧呼吸療法、自己疼痛管理、肺高血圧症患者指導管理を受けている

（2）人工肛門または、人口膀胱を設置している

（3）真皮を越える褥瘡

（4）訪問点滴注射管理指導料を算定している

６）長時間訪問看護加算

特別管理加算(Ⅰ）または(Ⅱ）の対象者に対し１回の時間が９０分を超えた場合算定します。

７）ターミナルケア加算（死亡された月に１回） ＊介護予防は除く

在宅で死亡されたご利用者について、ご利用者またはその家族等の同意を得て、その死亡日

及び死亡日前１４日以内に２日（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態に

あるものは１日）以上ターミナルケアを行った場合

（ターミナルケアを行った後、24時間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む。）に

算定します。

８）退院時共同指導加算

入院もしくは入所中の方が退院や退所するにあたり、主治医と職員が連携し在宅生活におけ

る必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に算定します。

また、初回加算を算定する場合は算定しません。

ただし、特別な管理（上記特別管理加算参照）を必要とする場合は２回／月

９）専門管理加算

都道府県知事に加算の届出を提出した指定訪問看護事業所の緩和ケア、褥瘡ケア、人口肛門

および人口膀胱ケアにかかわる専門の研修を受けた看護師または特定行為研修を修了した

看護師が、訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合には、所定単位数に算定しま

す。

１０）看護介護職員連携強化加算（月に１回算定）介護予防は除く

喀痰吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、訪問介護員が喀痰吸引等を実施することを支援

した場合に加算します。

NO.６



１１）遠隔死亡診断補助加算

情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、在宅患者訪問診療料

（Ⅰ）の死亡診断加算を算定する利用者について、その主治医の指示に基づき情報機器を

用いて医師の死亡診断の補助を行った場合に加算します。

１２）複数名訪問加算Ⅰ（看護師２名で訪問した場合）

ご利用者やご家族から複数名で訪問を行うことに同意を得ていること。

①ご利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められた場合。

②暴力行為、器物破損行為等が認められる場合。

③身体の大きい利用者を看護師一人で支持しながら処置を行う必要がある場合。

１８　ハラスメントについて

事業所は適切なサービス提供を確保する観点から、職員に対する次のハラスメントの防止

のために必要な措置を講じます。

・身体的な力を使って危害（叩く、引っ掻く等身体的な危害を及ぼす行為)

（回避して危害を免れた場合も含む）

・精神的暴力（大声で怒鳴る、理不尽な要求をする等、職員の尊厳や人格を言葉や態度に

　よって傷つけたり貶めたりする行為）

・意に沿わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求や強要等、不必要な体への接触、性的

　な嫌がらせ行為

・長時間の拘束、執拗なクレーム、制度上対応できないことの要求、恫喝や罵声、妥当性

　を欠く金銭補償の要求等、職員や事業所等に対する著しい迷惑行為

１９　虐待防止と身体拘束の禁止

虐待の防止

・ご利用者の人権を擁護・尊厳を守り、虐待を防止するために、次の措置を講じます。

　①虐待防止のための指針を整備するとともに、利用者の権利擁護、サービスの適正化に

　向け、定期的に委員会を開催し、定期的な職員研修等を実施します。 研修を通じて

　従業者の人権意識の向上や、知識、技術の向上に努めます。

　②前項の措置を適切に実施するために虐待防止担当者を配置します。

サービス提供中に当事業所職員、ご家族、ご親族、同居人、成年後見人等による虐待を受け

たと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。

身体拘束の禁止

・ご利用者または他のご利用者の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を

　除き、身体拘束その他行動を制限する行為は行いません。

・ただし事業者は、身体拘束を緊急やむを得ず実施する場合は、次の３つの要件を満たした

NO.７

管理者・責任者 長谷川　香代



時とし、実施した場合は速やかに身体拘束を解除できるように努めるとともに、適切に記録

します。（その態度及び時間、心身の状況ややむを得ない理由等）

・記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行うものとします。事業所は従業者に

対し、身体的拘束の適正化のための研修を定期的に実施するものとします。

２０　感染症対策

・事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ

　電話装置等の活用して行うことができるものとする）を定期的に開催するとともに、その

　結果について従業者に周知徹底を図ります。

・事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。

・事業所において、従業者に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を

 　実施します。

・事業所の備品の衛生的管理

２１　業務継続計画

感染症や自然災害などの不測の事態が発生した場合にも、ご利用者や職員の安全確保をする

とともに可能な限りサービスを安定的・継続的に提供し、万一中断しても可能な限り短い

期間で復旧させるための方針、体制、手順を示した「業務継続計画」を定めて次の取り組み

を行っています。

・担当者をあらかじめ決めておく

・連絡先を整備してすぐに参照できるようにしておく

・必要な物資を整理して準備しておく

・業務の優先順位を整理しておく

・事業所内で共有して定期的に見直すとともに研修および訓練を実施する

・必要に応じて業務継続計画の変更を行う

２２　個人情報の保護と秘密の保持

・事業者は、ご利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働

省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダ

ンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

・事業者は、ご利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等に

おいて、ご利用者やご家族の個人情報は提供しません。

・事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする

うえで知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

また、職員は守秘義務を課されており、雇用契約終了後においても同様です。

・事業者は、ご利用者及びそのご家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙による

ものの他、電磁的記録を含む）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また、

処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
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・事業者が管理する情報については、ご利用者の求めに応じてその内容を開示すること

とし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い

利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。（開示に際して複写などが

必要な場合は利用者の負担となります。）

２３　身分証携行義務

従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及びご利用者またはそのご家族から提示を

求められた時は、いつでも身分証を提示します。

２４　 心身の状況の把握

指定訪問看護の提供にあたっては、ご利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の

保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。

２５　衛生管理等

（1) 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

（2）指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

２６　サービス提供の記録

・指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス

提供が完結した日から５年間保存します。

・利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧および、複写物の交付を

請求することができます。

２７　看取り

利用者の意思決定を基本して、ご家族、医療や介護に関わる専門職種で構成するチーム

により話し合いを重ね、人生の最終段階における医療について最善の方針を決定します。

ご利用者の尊厳を守りながら、心身の苦痛等をできるだけ緩和し穏やかに過ごしていた

だけるように支援します。

２８　職員の研修

質の高いサービスを提供するため、全職員を対象に採用時から計画的かつ継続的に研修を

行い、資質の向上を図っています。

２９　苦情への対応

サービスに関するご相談や苦情があった場合は、事業所が速やかに内容を確認し、適切に

対応します。また、必要に応じて内容を記録します

市町村や保険者などから確認や調査の依頼があった場合は、これに協力し、指示や助言が

あれば改善します。
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相談や苦情を受け付けるための窓口を下記の通り設置します。

・窓口責任者　　長谷川　香代

受付時間：月曜日～金曜日　　９時から１７時

０７５－３５４－９０９０

右京区役所　保健福祉センター 受付時間：月曜日～金曜日　　９時から１７時

健康福祉部健康長寿推進課 ０７５－８６１－１４１６

西京区役所　保健福祉センター 受付時間：月曜日～金曜日　　９時から１７時

健康福祉部健康長寿推進課 ０７５－３８１－７６３８

（洛西支所）保健福祉センター 受付時間：月曜日～金曜日　　９時から１７時

健康福祉部健康長寿推進課 ０７５－３３２－９２７４

南区役所　保健福祉センター 受付時間：月曜日～金曜日　　９時から１７時

健康福祉部健康長寿推進課 ０７５－６８１－３２９６

契約書・重要事項説明書は事業所用・ご利用者用の２通作成し、各々保有するものとします。

訪問看護サービスの提供を開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

　説明・交付年月日　令和　　　年　　　月　　　日　

株式会社minori　訪問看護ステーションみのり

職名 看護師

氏名 長谷川　香代

私は、本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受け、訪問看護サービスの提供開始

に同意し、その内容に同意の上で本書面を受領しました。

　同意年月日　　令和　　年　　　月　　　日

　　利用者本人

住所

氏名

　　署名代理人

　　法定代理人 住所

　＊どちらかに〇

　　してください。 氏名

＊加算同意確認欄

緊急時訪問看護加算

NO.１０

説明者

　　　　同意する　　　・　　　同意しない

当事業所お客様相談窓口
・受付時間９時～１８時　　０７５－２０５－５５５７

京都府国民健康保険団体連合会


